
「第3次健康日本21旭川計画」の策定について

健康推進課 健康推進係 1令和５年度　第1回旭川市保健所運営協議会 

[協議事項・ア] 資料１ 



（仮）第3次健康日本21旭川計画の策定について
これまでの経緯

健康日本21旭川計画

平成17年度：中間評価
平成21年度：追補版発行
平成23年度：総合評価

平成14年度～平成22年度 ～平成24年度
延長

第2次健康日本21旭川計画

平成25年度～令和4年度
延長

～令和５年度

平成29年度：中間評価
令和３年度：追補版発行
令和４年度：総合評価

第3次健康日本21旭川計画

令和11年度：中間評価
令和15年度：総合評価

令和６年度～令和17年度（案）
※国の計画期間に合わせると12年
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計画の位置付け

健
康
増
進
法

【国】
○国民の健康の増進の総合的な推進を図るための
基本的な方針
○国民健康づくり運動：健康日本２１（第３次）

【北海道】
○健やか北海道２１

第８次旭川市総合計画

（仮称）第３次健康日本２１旭川計画

■スマートウエルネスあさひかわプラン
■旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
■旭川市国民健康保険保健事業実施計画（データヘ
ルス計画）
■旭川市食育推進計画
■旭川市スポーツ推進計画
■旭川市自殺対策推進計画
■旭川市障がい福祉計画・旭川市障がい児福祉計画
■旭川市子ども・子育てプラン
■旭川市社会教育基本計画
■旭川市学校教育基本計画

連携・調和

【健康増進法第8条第2項】

 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案
して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施
策についての計画（以下「市町村健康増進計画」とい
う。）を定めるよう努めるものとする。
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（仮）第3次健康日本21旭川計画策定体制

市（事務局） 市民・関係団体

意見提出手続（パブリックコメント）

保健所運営協議会

　地域保健に関係す
る団体の代表者,地域
保健に関し学識経験
者,公募委員等

策定部会【審議】

計画骨子案

目標・健康指標等

計画素案

計画素案

市民アンケート

令和４年度 第２次健康日本２１
旭川計画総合評価

附属機関
庁内推進会議

専門部会

栄養・食生活

身体活動・運動

こころの健康づくり

歯・口腔の健康

生活習慣病・たばこ

事務局
保健所  
健康推進課

審議・報告

意見・承認

意見聴取

計画骨子案

施策体系

健康指標

計画素案

取組の整理

推進体制

計画素案
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第２次健康日本２１旭川計画 施策体系
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健康日本２１（第三次）について
令和５年５月１７日 自治体向け説明会資料抜粋
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